
 

沖ト協発第１９０号 

                            令和６年３月４日 

 

さとうきび運搬に係る 

貨物運送事業者 各位 

 

（公社）沖縄県トラック協会 

                  会 長  新 城  英 一 

             （ 公 印 省 略 ） 

 

 

さとうきび運搬における安全対策について（周知） 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の業務運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和６年に入り糖業に従事する県内外事業者の死亡事故が３件立て続けに発生し

たことをうけ、県農林水産部より別添のとおり周知依頼がありました。 

 つきましては、本趣旨をご理解の上、安全対策及び事故防止の徹底に取り組んでいただく

よう、お願い申し上げます。 

  

 

敬具 



農糖 第 1 0 2 0 号

令和６年２月22日

公益社団法人沖縄県トラック協会

会長 新城 英一 殿

沖縄県農林水産部

部長 前門 尚美

（ 公 印 省 略 ）

さとうきび運搬における安全対策に関する周知の協力依頼について

平素より、本県の糖業の振興に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

去る令和６年２月６日に鹿児島県喜界町の製糖工場の敷地内において、大型トラ

ックに積載したさとうきびの荷下ろし中に、誤って後部の扉に挟まれ、その後死亡

するという痛ましい事故が発生しております。

貴協会におかれましては、所属する会員に対し日頃から交通及び労災事故に関す

る防止対策の推進を行っていることは承知しておりますが、今期、製糖が始まって

以降、沖縄県及び鹿児島県において、３件の死亡事故が発生しており、このことを

重く受け止め、改めてさとうきびの運搬及び荷役作業に従事する貴協会傘下会員へ

の注意喚起を図って頂きたく、ご協力をお願いいたします。




